
教育委員会室

第１ 議案第３６号

第２ 議案第３７号

第３ 議案第３８号

第４ 議案第３９号

第５ 議案第４０号

第１

第２

教育課題の進捗状況について（資料１）

墨田区教育委員会いじめ問題専門委員会への諮問について

教育財産の取得について（資料２）

教 育 委 員 会 日 程

教育委員会関係予算案の作成に伴う意見聴取について

令和7年8月21日(木) 午前１０時００分から

２　場　所

３　日　程

議決事項

１　日　時

令和８年度使用墨田区立特別支援学級用教科用図書採択につ
いて

報告事項

行政財産（旧向島中学校）の用途廃止について

いじめ防止対策推進法の規定による重大事態の発生に係る報
告について
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議案第３７号

上記の議案を提出する。

（提案内容）

（提案理由）

　　　行政財産（旧向島中学校）の用途廃止について

　別紙のとおり用途廃止する。

令 和 7 年 8 月 21 日

提出者　墨田区教育委員会教育長　　加　藤　裕　之

　旧向島中学校の校舎等について、今後、新たな建物利用が見込めないことから、解
体する必要があるため、墨田区公有財産管理規則第２条第１０号の規定による行政財
産の用途廃止を行う必要がある。
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行政財産（旧向島中学校校舎等）の用途廃止について 

 

１ 用途廃止の理由 

 旧向島中学校は、平成２５（２０１３）年３月に鐘淵中学校との統合により閉校と

なり、１０年が経過している。今後、新たな建物利用が見込めないことから、校舎等

を解体する予定であるため、用途廃止を行う。 

 

２ 用途廃止をする財産の表示 

名称 種類 所在 種目・構造 数量 

旧向島中学校 

校舎 

建物 

墨田区東向島四丁目 

18 番 9 号（住居表示） 

事務所建 

（鉄筋コンクリート造） 

4,834.11

㎡ 

旧向島中学校 

プール付属更衣室・機械室 

雑屋建 

（コンクリートブロック造） 
76.16 ㎡ 

旧向島中学校 

倉庫 

倉庫建 

（コンクリートブロック造） 
18.60 ㎡ 

旧向島中学校 

門 

工作物 

門 
3 対のうち

2対 

旧向島中学校 

プール 
貯水池 １面 

旧向島中学校 

塀 
かこい 

400.27ｍの

うち 250ｍ 

旧向島中学校 

自転車置き場 
雑工作物 １式 

旧向島中学校 

防球フェンス 
かこい 70.20ｍ 

旧向島中学校 

立木 
立木 樹木 

697 本の 

うち 461 本 

  ※体育館棟については、区営運動場として引き続き活用する予定である。 
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３ 用途廃止後の措置（予定） 

  昭和２４年 ４月 開校 

  平成２５年 ３月 閉校 

  令和 ７年１０月 解体工事着手 

  令和 ９年 ３月 解体工事完了  

 

４ 用途廃止日 

  令和７年８月２１日 

 

５ 関係図面 

  別紙のとおり 
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７墨企フ財第３２０号 

令和７年７月３０日 

 

 

 墨田区教育委員会 御中 

 

 

                 ファシリティマネジメント担当部長    

                           江波戸 史恭   

  （公印省略） 

 

 

墨田区公有財産管理運用委員会の答申について（同意） 

 

 令和７年６月２３日付け７墨教庶第６７５号により協議があった行政財産の

用途廃止について、墨田区公有財産管理運用委員会へ諮問し、下記のとおり答申

があったので同意する。 

 

記 

 

１ 諮問内容 

  議案第２号 行政財産の用途廃止について（旧向島中学校） 

 

２ 答申内容 

議案第２号は、原案のとおり可決された。 

 

３ その他 

墨田区公有財産管理規則第６条第２項第２号の規定により、用途廃止後、建

物の取壊しが完了するまで、墨田区教育委員会が引き続き当該財産を管理する

ものとする。 

 

 

                 【担当】 

                  企画経営室ファシリティマネジメント担当 

                   財産管理課 立野（内線３７５５） 
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墨田区公有財産管理運用委員会 議案 

 

議案第２号 行政財産の用途廃止について（旧向島中学校） 

 

１ 提案理由 

  教育委員会が所管する旧向島中学校の建物等について、老朽化及び東向島北公園の

移転整備に伴い解体・撤去する予定であるため、当該財産の用途廃止について墨田区

公有財産管理規則第４０条第４号の規定に基づき本会の議に付するものである。 

 

２ 財産の表示 

名称 種類 所在 種目・構造 数量 

旧向島中学校 

校舎 

建物 

墨田区東向島四丁目 

18 番 9 号（住居表示） 

事務所建 

（鉄筋コンクリート造） 

4,834.11

㎡ 

旧向島中学校 

プール付属更衣室・機械室 

雑屋建 

（コンクリートブロック造） 
76.16 ㎡ 

旧向島中学校 

倉庫 

倉庫建 

（コンクリートブロック造） 
18.60 ㎡ 

旧向島中学校 

門 

工作物 

門 
3 対のうち

2対 

旧向島中学校 

プール 
貯水池 １面 

旧向島中学校 

塀 
かこい 

400.27ｍの

うち 250ｍ 

旧向島中学校 

自転車置き場 
雑工作物 １式 

旧向島中学校 

防球フェンス 
かこい 70.20ｍ 

旧向島中学校 

立木 
立木 樹木 

697 本の 

うち 461 本 

 ※体育館棟については、区営運動場として引き続き活用する予定である。 
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３ 経緯・計画（予定） 

  昭和２４年 ４月  開校 

平成２５年 ３月  閉校 

令和 ７年１０月  解体着工 

令和 ９年 ３月  解体完了 

 

４ 用途廃止日 

  令和７年８月（予定） 
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案 内 図 

 

 

配 置 図 

  

当該地 

別 紙 
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議案第３８号

上記の議案を提出する。

（提案内容）

（提案理由）

　　　令和８年度特別支援学級用教科用図書採択について

　別紙のとおり採択する。

令 和 7 年 8 月 21 日

提出者　墨田区教育委員会教育長　　加　藤　裕　之

　学校教育法（昭和２２年法律第２６号）附則第９条及び学校教育法施行規則（昭和
２２年文部省令第１１号）第１３９条の規定により、墨田区立小・中学校特別支援学
級で使用する教科用図書を採択する必要がある。
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令和８年度特別支援学級用教科用図書採択について 

 

１ 採択の時期 

墨田区立小・中学校特別支援学級の教科用図書について、毎年当該教科用図

書を使用する前年度の８月 31 日までに、墨田区教育委員会が採択する。 

 

２ 採択の原則 

特別の教育課程を編成し指導する特別支援学級においては、検定教科書又は

文部科学省著作教科書を使用することが原則であるが、教科により当該学年の

検定教科書又は文部科学省著作教科書を使用することが適当でない場合は、こ

れらに替わる適切な一般図書を使用することができる。 

 

（１）検定教科書を使用する場合 

墨田区立学校の通常の学級と同一の検定教科書を使用する。 

教科により当該学年用の検定教科書を使用することが適当でないとき

は、検定教科書の学年を下げたもの（中学校では小学校用教科書も可）を

使用する。 

 

（２）文部科学省の著作教科書を使用する場合 

教科により検定教科書を使用することが適当できないときは、特別支援

学校用の文部科学省著作教科書の中から使用する。 

当該学年用の文部科学省著作教科書を使用することが適当でないとき

は、文部科学省著作教科書の学年を下げたもの（中学校では小学校用教科

書も可）を使用する。 

 

（３）一般図書を使用する場合 

教科により検定教科書及び文部科学省著作教科書を使用することが適当

でない場合は、学校教育法附則第９条による教科書（以下「一般図書」と

いう）を使用することができる。 
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令和７年度 教育課題（特別課題） 執行計画書兼実績報告書                                                    No. １ 

課題№ １ 事業名 不登校防止対策の充実 主管課 指導室 

執
行
計
画 

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

            

進捗             

実
績 

            

※進捗 ○：順調、×：遅延、△：その他（ ） 

７月実績  

■校内スモールステップルームの運用 
校内別室指導支援員による利用生徒の支援 

■校内別室学級の運用（設置校：桜堤中学校）  

在籍人数合計 3 0名（内訳：１年生 11 名、２年生 10 名、３年生９名）  
■巡回教員の活用 （桜堤中学校以外の中学校９校） 

巡回校への訪問・支援 

■スクールソーシャルワーカーの派遣  
学校訪問及びケース対応 

■教育支援センター等との連携  

・教育支援センターとの連絡会（７月 28 日実施） 
・すみだバーチャルサポートルームの運用 

■現状の把握・分析  

毎月の学校からの報告を基に現状を把握・分析 
 

進捗：〇 

■スクール

ソーシャル

ワーカーの

派遣 

■現状の把

握・分析 

■校内スモー

ルステップル

ームの運用 

■校内別室

学級の運用 

■教育支援

センター等

との連携 

■巡回教員

の活用 

■支援員

へのヒア

リング 

■連絡会

の実施 

■連絡会

の実施 

■連絡会

の実施 

■支援員

へのヒア

リング 

■支援員

へのヒア

リング 
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令和７年度 教育課題（特別課題） 執行計画書兼実績報告書                                                    No. ２ 

課題№ ２ 事業名 「墨田区学力向上新３か年計画（第３次）」の推進及び第４次計画の策定 主管課 すみだ教育研究所 

執
行
計
画 

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 

■全国学力・

学習状況調

査 

■墨田区学

習状況調査 

■教育長か

ら児童・生徒

へのメッセ

ージ発出 

■学習ふり

かえり期間 

■すみだス

クールサポ

ートティー

チャーの派

遣 

 

 

■計画策定

検討会（第１

回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■計画推進

事業調査 

 

■指導のポ

イント集作

成 

■教育長か

ら児童・生徒

へのメッセ

ージ発出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■計画策定

検討会（第２

回） 

 

■教育委員

会報告・検討

（墨田区学

習状況調査

結果） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■議会報告

（墨田区学

習状況調査

結果） 

■学力向上

ヒアリング 

■指導のポ

イント集配

信 

■学習ふり

かえり期間 

 

 

 

 

 

 

 

■計画策定

検討会（第３

回） 

 

 

■学習状況

調査結果公

表 

■学力向上

推進会議 

■教育長か

ら児童・生徒

及び教職員

へのメッセ

ージ発出 

 

■学習意欲

に関する共

同研究事業 

 

 

 

 

■教育委員

会報告・検討

（素案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■議会報告

（素案） 

 

■教育長か

ら児童・生徒

及び教員へ

のメッセー

ジ発出 

■学力向上

マネジメン

ト推進校学

習状況調査 

■学習ふり

かえり期間 

 

 

 

 

 

 

 

■教育委員

会報告・検討

（最終案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■議会報告

（最終案） 

進捗             

実
績 

            

※進捗 ○：順調、×：遅延、△：その他（ ） 

７月実績 
■「墨田区学力向上新３か年計画（第３次）」の推進 

  ・全国学力・学習状況調査の結果収受 
  ・指導のポイント集作成会議の実施 
  ・教育長から児童・生徒へのメッセージ発信 

 ・すみだスクールサポートティーチャーの派遣 
 ・よむ YOMUワークシートの配信 

「墨田区学力向上新３か年計画（第３次）」の推進 

「墨田区学力向上新３か年計画（第４次）」の策定 

■「墨田区学力向上新３か年計画（第４次）」の策定 
・墨田区学力向上新３か年計画（第４次）策定検討会（第２

回）の開催 

 

進捗：○ 
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７墨企フ財第３３７号 

令 和７年 ８月１ 日 

 

墨田区教育委員会 様 

 

ファシリティマネジメント担当部長   

江波戸 史恭  

（ 公印省略 ） 

  

教育財産の取得について（通知） 

 

令和７年３月２８日付け６墨教庶第２２９６号により申出のあった標記の件につ

きまして、東京都から所有権移転登記が完了した旨の報告があったので通知します。 

 

記 

 

１ 財産の表示 

種別 土地 

名称 八広小学校 

所在 墨田区八広五丁目１１７番２（地番） 

地目 水道用地 

地積 ３７６．３９㎡（公簿３７６㎡） 

 

２ 取得日 

  令和７年７月１日 

 

３ 添付書類 

（１）土地売買契約書（写） 

（２）登記完了証（写） 

（３）全部事項証明書（写） 

 

４ その他 

財産台帳については、財務会計システム（公有財産管理機能）に登録済みです。 

 

 

担当 ファシリティマネジメント担当 

財産管理課  内線３７５５ 
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